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【【【【埼玉埼玉埼玉埼玉弁護団弁護団弁護団弁護団】】】】【双葉町弁護団】【双葉町弁護団】【双葉町弁護団】【双葉町弁護団】紛争解決センター紛争解決センター紛争解決センター紛争解決センターでの和解での和解での和解での和解    

慰謝料の増額慰謝料の増額慰謝料の増額慰謝料の増額        着実に成果着実に成果着実に成果着実に成果    
        ３～６３～６３～６３～６割増割増割増割増の和解の和解の和解の和解がががが多数成立多数成立多数成立多数成立    最高で最高で最高で最高で１０割増の案件１０割増の案件１０割増の案件１０割増の案件も！も！も！も！    

弁護団が原子力損害賠償紛争解決センターに申立てをした案件で、直接請求では増額が

認められない精神的損害（慰謝料）について、増額が認められるケースが相次いでいます。

もちろん、全ての案件で増額が認められているわけではありませんが、家族の家族の家族の家族の別離別離別離別離があっ

たり、持病を抱えての避難持病を抱えての避難持病を抱えての避難持病を抱えての避難だったり、身体や精神に障害身体や精神に障害身体や精神に障害身体や精神に障害を抱えを抱えを抱えを抱えた家族た家族た家族た家族のののの介護介護介護介護といった事情

がある場合には、３割～６割程度の慰謝料増額（増額の期間は個別の案件で異なります）

が定着化しています。病気や障害、家族の別離といった事情が重なった事案では、最高で

１０割の増額が認められた案件も登場しています。過酷な避難生活を余儀なくされた方々

の慰謝料として、まだまだ十分な金額であるとはいえませんが、皆様の声は着実に反映さ

れるようになっています。 

 

【Ａさんのケース】  

   単身赴任となり家族と離れて生活することに       ３割増３割増３割増３割増 

【Ｂさんのケース】  

高齢なのに持病を抱えて避難した            ３割増３割増３割増３割増 

【Ｃさんのケース】  

両足に重い障害を抱えながら避難所で生活        ６割増６割増６割増６割増    

【Ｄさんのケース】  

要介護状態なのに親戚と離ればなれに          ３割増３割増３割増３割増 

【Ｅさんのケース】  

身体に障害のある家族を介護しながら避難        ３割増３割増３割増３割増 

【Ｆさんのケース】  

要介護５の夫を介護しながら避難            ５割増５割増５割増５割増 

【Ｇさんのケース】  

病気や障害を抱える妻子を介護しながら避難       ６６６６割増割増割増割増 

 

紛争解決センターでの和解では、原則として慰謝料について「精算条項」を付けません。

今後、同じような事情でさらに大きな増額が認められるような事案が相次いだ場合には、

すでに和解済みの期間分も含め増額を請求できることになります。以上のような事情を抱

え避難された方は、まずは弁護団にご相談下さい。 


